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研究成果の概要（和文）：1992年に制度化されたコミュニティ放送局は、2016年代に入り300局を超えた。それらは、
地域の地理的環境や文化的・社会的・政治的・経済的背景に適応すべく多様な運営スタイルで放送が担われている。し
かし共通しているのは災害対応への期待が高いことである。特に2011年以後は「基幹放送」としてその責任が重くのし
かかる。国際的なコミュニティラジオが「コミュニティの所有、運営、非営利非商業」と定義されていることに対し、
日本のコミュニティ放送は、資源動員、法人形態、ジャーナリズムや番組審議会等、独自の成立条件を形成してきた。
本研究では長期のフィールドワークと日本初の悉皆調査によってそれらを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：Community radio, begun in 1992, has spread throughout Japan.In 2016, various 
management systems operate over 300 stations reflecting communities’cultural, political, and 
geographical interests and backgrounds. Although community radio is defined globally as 
“community-owned, non-profit, non-commercial radio,”Japanese community radio stations commercial 
community radio stations, community journalism, and the“broadcasting program council”have uniquely 
developed their organizations and operation styles. However, the common factor is expectations for local 
information during disasters. Since community radio was officially named a kikan or 
a“standard”broadcasting station, by the new broadcasting act (2011), they were burdened by the 
responsibility of preparing for accidents and disasters without sufficient resources.
In this research, we shed light on comprehension of community radio stations’actual situations through 
detailed fieldwork and the first Japanese nationwide survey.
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１．研究開始当初の背景 
(1)公共放送でも、商業放送でもない、第三の
放送としての「コミュニティラジオ（以下
CFM）」の概念は、ユネスコや AMARC(世界
コミュニティラジオ放送連盟）などの国際的
な定義において、「コミュニティによる所
有・参加・非営利運営」を前提に既に確立さ
れていると言える。各国では、こうした放送
を公共財源で支える制度が構築されている
のである。しかし日本では、阪神淡路大震災
後、同様の第三の放送の萌芽が見られたもの
の、それを支える制度や体制は十分に検討さ
れていない。そこで、日本型 CFM はどのよ
うに設立され、何を基準に放送免許が交付さ
れ、さらに持続可能な運営が可能になるため
には何が必要であるのかを探る必要があっ
た。 
 
(2)日本では 1992 年に CFM は制度化された
が、当初商業広告を主要財源とする運営方法
が検討され、多くの局がそれに追随している。
非営利団体による CFM は 2003 年の京都コ
ミュニティ放送に始まったが、学生や町衆が
放送局を支える型は、大学や老舗の多い京都
ならではのもので、他の地域への汎用度が低
い。持続可能な CFM の存立条件と規定要因
を、CFM 自身がまちづくりや報道理念と並
行して検討することは困難で、経営収支を
個々の放送局が再優先に検討することが求
められていた。 
 
(3)しかし、2011 年 CFM が基幹放送として
の法的地位を得るまでは、防災に活用しよう
とする自治体でさえ、経済的なサポートを充
分検討していなかった。 
 
２．研究の目的 
(1)国際的に定義された「コミュニティメディ
ア」、すなわちコミュニティの参加によるメ
ディアの日本における展開を追う。具体的に
は、過疎地、離島、中山間地、原発立地県、
あるいは東日本大震災の被災地など、資源の
限られた地域あるいは疎外されたコミュニ
ティを主な対象に、ラジオ、ネットラジオ等
の放送活動を調査の対象とする。 
 
(2)とくに地域メディアとしての「コミュニテ
ィ放送」や「臨時災害放送」に焦点化する。 
 
(3)上述の地域の放送メディアのみならず、
SNS やインターネット動画配信など、隣接す
るメディア領域において、メディアがコミュ
ニティの形成に寄与する役割にも注目する。 
 
３．研究の方法 
(1)臨時災害 FM 局の立ち上げ後、限定的な期
間におけるその後の持続可能な運営方法の
開発、期間終了後続行のための路程の類型化、
市民参加型の運営主体の構築手法などに関
するパターン作成について仮説を検討した。 

 
(2)本研究分担者・協力者が立ち上げ支援や運
営協力に関係した南三陸、大槌、名取、山元、
亘理、南相馬等、臨時災害 FM 局の支援の過
程から、臨時災害 FM の在り方や住民参加に
関する問題点を抽出した。 
 
(3)総務省、JCBA 担当者との懇談を要請し、
CFM の現状に関するヒアリングを行った。 
 
(4)トヨタ財団 2011 年度研究助成プログラム
「災害と CFM 地域を越えたコミュニティメ
ディアの支援システム構築をめざして」（研
究代表 金山智子）の調査との棲み分け部分
を明確にしつつ協働し、研究協力者や調査メ
ンバーが被災地の臨時災害FM放送局を訪問
調査を行った。2014 年『小さなラジオ局と
コミュニティの再生』（大隅書店）としてま
とめられ（編者 金山智子）、AMARC アジ
ア太平洋会議（ソウル）に臨時災害局・CFM
スタッフと参加、交流し、コミュニティ放送
のあり方を議論した。臨時災害局や番組制作
者、地方自治体、総務省をパネラーとしたシ
ンポジウムをトヨタ財団の支援で開催した。 
 
(5)日本型コミュニティメディアの持続可能
な運営手法と制度の検討を行った。 
 
(6)2015 年までに開局した全国コミュニティ
FM（300 局）への質問紙調査を行った。 
 
(7)原発立地県の CFM に、原発やエネルギー
政策を議論するなどの番組が実施されてい
るかなど地域ジャーナリズムに注目した。 
 
(8)基幹放送の重い責任に問題意識を持ち、放
送免許を返納しネットラジオを継続させて
いる FM わぃわぃの現状を研究会で共有し、
検討した。 
 
(9)北海道を中心に、公共性指標を明確にしつ
つ、CFM の公共性について検討した。 
 
(10)沖縄、奄美大島やその周辺群島の CFM
への訪問調査を行った。奄美大島では CFM
が、集落の文化継承の装置としての役割を担
っている状況を調査した。沖縄では、特に貧
困や人権を強く意識し社会的排除を削減す
るソーシャルワークの機能を持つコミュニ
ティ放送を観察した。 
 
(11)市民参加型 CFM 局・「京都三条ラジオ
カフェ」において，番組を企画し，「放送の
公共性——人々の声の現われに向けて」を
放送した。「なぜいま『放送』に拘るか」，
「日本の放送：遠い存在としての放送」，「台
湾社会と放送（1）権威体制から民主化へ」，
「台湾社会と放送（2）人々と放送と社会の
距離」，「日本の新たなコミュニティ発の動
き」，「人々と社会を媒介する放送：インタ



ーネット時代のいまだからこそ，放送で
人々の声を」の 6 回シリーズの番組を通じ
て，インターネット時代だからこそ，誰で
も現われとなる空間としての CFM が重要
な役割を担うことについて確認した。 
 
(12)コミュニティ放送の立ち上げに関わった
実践者に定期的に訪問調査を行い、コミュニ
ティ放送に対する意識や認識がどのように
「担い手」に変化するのかを聞き取った。 
 
(13)CFM の立ち上げや運営に関わる大学に
ヒアリングに入り、キャンパスラジオの歴史
のある海外事例と比較した。 
 
(14)コミュニティ放送においてユニークな運
営の番組審議会が、大手のマス・メディアと
は異なり、多様な住民が参加し放送の自律や
民主化のために機能している状況を探った。 
 
(15)インターネット時代におけるコミュニテ
ィ放送の役割について、住民参加の観点から
検討した。 
 
(16)海外とも研究連携し、ガーナで開催され
た AMARC 世界コミュニティラジオ放送連
盟の大会に参加、国際的な CFM の活動状況
を映像で日本に報告した。また、インドネシ
アのCMの実践者の方々を東北臨時災害局に
案内し、火山噴火や津波の多いインドネシア
で、被災時における住民の自発的なラジオ運
営について研究会を行った。 
 
(17)東日本大震災後に刊行された CFM に関
する文献を渉猟し、研究者・実践者はどのよ
うにコミュニティ放送を語り、記述してきた
かを分析した。 
 
(18)コミュニティメディアの成功要因、番組
審議会や市民参加番組におけるフォーラム
のあり方、市民参加型運営、持続可能な運営
について、公共メディア、商業メディアとの
パートナーシップや連携の可能性や問題点
を析出し、現場を訪問した。今後、調査成果
を、学術誌のほか書籍として公刊する。 
 
４．研究成果 
(1)1992 年の制度創設により、300 局を超え
る市町村レベルの CFM が誕生し、各地で地域
に根ざした情報の発信を促し、高齢化や過疎
化などに対応すべく、防災を筆頭に福祉・教
育・スポーツ等さまざまな番組が各地で生ま
れている。多様な声、小さな声に耳を傾ける
社会的包摂も意識され、また方言や伝統説話
の口承にも用いられ、子どもたちや高齢者、
外国人の参加も促され、大都市に拠点を持つ
マス・メディア（キー局、県域局）とは異な
るさまざまな要素を育みながら、個性あふれ
る番組によって、地域社会の文化を豊かに花
咲かせつつある。故に経済振興のみならず、

地域の人間関係を豊かにつなぎ、物語る文化
を醸成し、ネットワーク（つながり）、まち
づくり、地方創発の意識を育む孵卵器として
の期待が高く、各地で開局が進められている。
他の放送主体には見られない女性の経営者
も層を成し、生活に近い発想が活かされる期
待もある。しかし、多くがわずか 4～5 名の
規模で、営業、制作、技術をマネジメントす
るため、住民と向き合う時間よりもスポンサ
ー対応の時間が重視されてしまいがちであ
る。また、当該地域で周波数を独占し、公共
性を強く帯びる役割を担うにも関わらず、ま
とまった資産が集まれば、選挙を経ることも
なく誰でも経営できるため、個々には高い公
共性を発揮しつつも、全体としては極めて私
的なシステムのなかにあることがわかった。 
 
(2)このようななかで日本型コミュニティ放
送の型は定まってきているわけではなく、一
つ一つの放送局が地域に見合う運営手法の
検討を進めており、むしろ不定型であるとい
える。設立の背景となる地域の政治的・文化
的・経済的・社会的背景により、また、設立
者の職業や経験、ネットワークにより、株式
会社、第三セクター、NPO 等の事業者として
の法人形態、資産規模、財務や人的な資源調
達、番組内容、地元行政との関係はそれぞれ
に異なり、独自の運営スタイルを追求してい
る。そのため、JCBA をはじめ、NPO コミュニ
ティ放送協議会、一般社団法人コミュニティ
FM 放送アライアンス等、複数のネットワー
クが立ち上がっているが、経験を共有するよ
うな連携が十分取られているとは言いがた
いことが明らかとなった。 
 
(3)日本の CFM はとくに経営においては、（非
営利・非商業経営である）諸外国では見られ
ない「広告営業」に重点においているが、複
数の放送局が営業に力尽き廃局となってき
た。また、音楽業界が著作権についてオープ
ンな姿勢をとっておらず、自由な番組制作に
対し、一定の足かせとなっていることも日本
の特徴である。商業音楽のウエイトが高いこ
とを中心に、「小型のマス・メディア」、「放
送エリアが狭いだけのマス・メディア」とい
う発想での「送り手」にとどまる局スタッフ
の番組制作姿勢や、「受け手」としての住民
の聴取態度のまま、放送のあり方が固定化し、
送り手・受け手の相互乗り入れや、住民が支
え手となる発想が生まれにくい。 
 
(4)CFM には、ジャーナリズムの意識が根付い
ていないと考えられてきたが、悉皆調査から
はニュースに取り組む局が少なくないこと
が明らかになった。これまでのジャーナリズ
ム概念が貧困であったことも省み、地域報道
におけるジャーナリズムを再検討した。 
 
(5)2011 年から、CFM は「基幹放送」にカテ
ゴライズされ、商業キー局と同様に、災害緊



急時の対応のための「強靭化」が促されてい
るが、放送現場に課された責任は重い。その
ための財政支援や協定締結により、行政機関
との良好なパートナーシップが求められる
ため、防災、減災のために、行政機関もそれ
なりの経済的な負担を分かつようになった。
言論機関としての自由な発言が損なわれる
ことがないか、放送局はもちろん、行政の側
も言論への圧力とならない配慮を要求され、
距離の取り方に苦慮している。また大規模放
送局と同様、放送法が（法的規範か倫理規範
かに迷いながら）適用されるため、権力の介
入を許さず言論の自由を貫き、当該地域で議
論の分かれる争点について十分論じること
ができるかが危惧される。また、監督規制官
庁が放送内容への介入を自重すべきだが、一
部の放送局でヘイトスピーチに近い言論が
野放しとも報告されている。放送内容を住民
自治で調整するため番組審議会などの可能
性を追求すべきであろうことが伺われる。 
 
(6)日本型コミュニティ放送の最大の特徴は
災害時に役立つことであるとアピールされ
てきた。実際に役立ってきたことは間違いな
いが、2016 年 3 月末に放送免許を返納した
FM わぃわぃが主張するように「CFM が役立つ
のは緊急時よりも、復旧、復興期である」。
発災時、CFM に過剰な期待がかかり職員の危
険にもつながりかねない。身の危険を伴う
CFM スタッフの自己犠牲を求めることなく、
緊急時は彼らも避難する体制を確保すべき
であろう。また、復興期こそ重要な役割を果
たすと確認されているにも関わらず、深刻な
災害を被った地域でその役割を担う臨時災
害局は、経済的にも人的にも継続が難しく、
ましてCFMへ移行することはあまりにハード
ルが高くなってしまっている。基幹放送まで
至らずとも、「復興ラジオ」の創設が望まれ
ている。また、被災地のみならず、資源に恵
まれない地域でも、コミュニティ再生のため
に開局が検討できる土壌を全国的に検討す
べきであろうことが明らかになっている。 
 
(7)「復興ラジオ」のみならず、住民参加や
運営が身軽で小回りの利く「CFM」のあり方
が求められている。住民参加が求められてい
るにも関わらず、パブリックアクセスが確立
していないことや、半数の CFM では、ボラン
ティアを求めていない。 
 
(8)「基幹放送」の重い要請に応えることを
断念しネット放送に転身する局が増えるこ
とは、地域再生、地方創成の掛け声が高まる
現在、コミュニティの形成が地理的な枠組み
を左右することにつながる。しかし、SNS の
進化とともに、放送という図体の大きなもの
の扱いを地域が忌避する可能性は否定でき
ない。放送行政における「基幹放送」の枠組
み以外の制度設計の検討が急務であろう。 
 

(9)また、CFM の公共性に鑑み、基金の設立や
住民負担の新たな財源構想は、具体的には検
討されていないが、災害時の活躍への期待は
地域で高まるばかりである。媒体が電波にし
ろ、ネットにしろ、持続可能な情報マネジメ
ント、コミュニケーション装置を支えるため
のコストを、コミュニティがどのように検討
するのか、自治の発想をもって取り組まれる
ことが期待されるが、具体的な手法は地域ご
とに検討が進み、経験の交換が進んでいない。 
 
(10)研究期間中に、インドネシアの火山噴火
や津波による被災時にCFMが貢献した事例調
査や、AMARC 世界 CFM 放送連盟の世界大会（ガ
ーナ）参加のために、日比野純一や橋爪明日
香ら協力者が赴き、日本型コミュニティ放送
と国際的な CFM の目的、放送内容、人々の関
与の仕方の相違を観察した。 
 
(11)科研費研究最終年度に全国の CFM297 局
に向けて悉皆調査を実施し、高い回答率を得
た。自由記述欄への熱心な書き込みに、実情
についての理解を求める現場の強い思いが
あった。これらの分析は、出版報告を目指し
て次年以降に持ち越され、現在進行中である。 
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